
 

 

 

 

 

 

 十日町労働基準監督署では、平成29年１月１６日に

屋根除雪作業中に屋根からの墜落による死亡災害発生

を受けて、平成２９年１月１７日付けで、建設業労働災

害防止協会新潟県支部十日町分会他、１５団体等に対し、

緊急要請を行いました。 

（要請内容は別添のとおりです。） 

 

  

屋根雪除雪作業における墜落・転落災害防止対

策の徹底について、緊急要請を行いました。 
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屋根除雪作業における墜落・転落災害防止対策の徹底について(緊急要請) 

 

 

 

 労働基準行政の推進につきましては、日頃から格別の御配慮をいただき厚く御

礼申し上げます。 
 さて、平成 29年 1月 16日に十日町労働基準監督署管内において、屋根除雪作
業中に屋根からの墜落による死亡災害が発生しました。これから本格的に屋根除

雪作業が行われるにあたり、労働災害の多発が懸念されるところです。 
 つきましては、屋根雪除雪作業における墜落・転落防止対策を徹底するため、

下記の事項に十分留意した作業が行われるよう貴団体の会員事業場に対し、周知

していただきますようお願いいたします。 
  

記 
 
１ 屋根の昇降は、昇降設備（はしご等）を使用すること。 
２ 墜落の危険のある高さ２ｍ以上の屋根上、またははしご上で作業する場合は、

安全帯（命綱）を使用し、屋根除雪作業中における墜落防止対策を徹底するこ

と。 
３ 屋根除雪作業は原則として２人以上で行うこと。 
４ 軒下での除雪作業は、事前に雪庇を落下させる等、軒先の雪庇の状態を事前

に確認し作業を行うよう徹底すること。なお、自然落下式屋根の軒下での作業

は、落雪に十分注意すること。 
５ 除雪機械の運転は、資格のある技能に習熟した者に行わせること。  
６ 強風等で危険な場合は作業を中止すること。 
７ 原則として夜間作業は行わないこと。 
８ 屋根雪除雪作業指揮者を選任し、事前調査、現場の管理を行わせること。 






